
　（あて先）

　 なお、駐車場内での事故・車両の損傷及び盗難等については、貴協会に一切のご迷惑をおかけしま

せん。また、施設等を損傷などした場合には、責任を持って弁償いたします。

　③　市場業務等を優先するため、許可後であっても許可を取消す場合があります。

　①　指定された場所以外には、絶対に駐車しないこと。

　②　他の駐車車両等の迷惑にならないように心掛けること。

　□　申請者と同じ

備　　　　　考

令和　　　　年　　　　月　　　　日

団 体 名

申 請 者 氏 名

住　　　所

　　（　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　）のため、駐車場使用の許可を申請いたします。

使用にあたっての注意事項

※大型の車両を駐車するなど特記事項についてご記入ください。

令和　 　年　 　月　　 日  　　　　　ＡＭ 　ＰＭ　（　     ：　     ）

駐車台数 　　　　　　　台　　　　　　　

市場施設 【駐車場】 使用許可申請書

氏　　　名

使用する責任者

使用する日時 ～

令和　 　年　 　月　　 日  　　　　　ＡＭ 　ＰＭ　（　     ：　     ）

（窓口に来る方）

一般社団法人 甲府市地方卸売市場協会

会 長 仙 洞 田 寿 様

電話番号


